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(民事）

●医療法人の社員が一般法人法37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集

することはできない

（令和4年（許）第18号・令和6年3月27日第三小法廷決定棄却）

●外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38

条の2第1項にいう 「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があ

るとされた事例

（令和5年（受）第365号・令和6年4月16日第三小法廷判決一部破棄差戻し、一部棄却）
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●長嶺安政最高裁判所判事の退官

●石兼公博氏最高裁判所判事に就任

●叙位・叙勲（2月分、死亡者のみ）

●人事異動（4月2日～4月12日）

●司法修習生（第77期）の修習開始
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録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則について

●押収物等取扱規程の一部を改正する規程の制定について
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ることがなかったものである。他方、医療法は、医療

法人について、都道府県知事による監督（第6章第9

節）を予定するなど、一般法人法にはない規律を設け

て医療法人の責務を踏まえた適切な運営を図ることと

している。

以上によれば、医療法人について、一般法人法37

条2項は類推適用されないと解するのが相当である。
そうすると、医痩法人の朴昌が同項の類推滴用により

裁判所の許可を握工社員総会を招集するこしはできな

い山いうべき_垂あゐ←

3以上に説示したところによれば、本件申立てを

却下すべきものとした原審の判断は是認することがで

きる。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決

定する。なお、裁判官渡退惠理子の補足意見がある。

裁判官渡邉恵理子の補足意見は、次のとおりである。

私は法廷意見に賛成するものであるが、以下の点を

敷術して述べておきたい。

1 法廷意見は、医療法人について一般法人法37

条2項は類推適用されないとするものであるが、この

ことは、直ちに医療法人の社員（以下、単に「社員」

という。 ）において臨時社員総会の招集を図るために

採り得る法的手段が存在しないことを結論付けるもの

ではない。すなわち、以下のとおり、社員において訴

訟手続により理事長に対して臨時社員総会の招集を命

ずる旨の判決を得て臨時社員総会の招集を図ることが

できると考えられる。

医療法が、その現行規定上、社員に社員総会の招集

権限それ自体を付与していない理由には、医療法人の

責務や役割に照らし、社員による当該招集権限の濫用

を防止する必要があるということが挙げられる。その

一方で、医療法人の規模や経営形態、社員から臨時社

員総会の招集を請求された理事長がこれに応じない理

由や状況等は様々であり、社員において臨時社員総会

の招集を実現させる法的手段を保障することが医療法

人の適切な運営に必要である場合があることも否定で

きない。そして、医療法は、 46条の3の2第4項に

おいて、理事長は、一定の割合以上の社員から臨時社

員総会の招集を請求された場合にはこれを招集しなけ

ればならない旨を規定することによって、社員による

社員総会の招集権限の濫用防止との調和を図りつつ､も、

上記のような場合には社員が医療法人の運営に直接関

与することを認めることによりその適切な運営を確保

する趣旨に出たものと解される。このような同項の趣

旨に照らすと、同項は、社員が医療法人の運営に関与

する必要性があるというべき場合には、社員において

理事長に対して臨時社員総会の招集を請求することが

できることとしたものと解することが相当であり、社

｜ 裁判例

民事

◎医療法人の社員が一般法人法37条2項
の類推適用により裁判所の許可を得て社
員総会を招集することはできない

件名臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対す

る抗告棄却決定に対する許可抗告事件

最高裁判所令和4年

令和6年3月27日

(許）第18号

第三小法廷決定棄却

抗告人XI ほか1名

原審東京高等裁判所

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

抗告人らの抗告理由について

1本件は、医療法人早明会の社員である抗告人ら

が、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を

請求したが、その後招集の手続が行われないと主張し

て、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を

求める事案であり、社団たる医療法人（以下、単に

「医療法人」 という。 ）の社員が一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。 ）

37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員

総会を招集することができるか否かが争われている。

2一般法人法は、一般社団法人の適切な運営のた

めに、 37条1項において、一定の割合以上の議決権

を有する社員が理事に対して社員総会の招集を請求す

ることができる旨規定し、同条2項において、その請

求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合などには、

当該社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集す

ることができる旨規定する。これに対し、医療法46

条の3の2第4項は、医療法人の理事長は、一定の割

合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場

合にはこれを招集しなければならない旨規定するが、

同法は、理事長が当該請求に応じない場合について、

一般法人法37条2項を準用しておらず、また、何ら

規定を設けていない。このような医療法の規律は、社

員総会を含む医療法人の機関に関する規定が平成18

年法律第84号による改正をはじめとする数次の改正

により整備され、その中では一般法人法の多くの規定

が準用されることとなったにもかかわらず、変更され

1



令和6年5月1日第1837号裁判所時報

員において臨時社員総会の招集を図るために採り得る

法的手段として、訴訟手続により理事長に対して臨時

社員総会の招集を命ずる旨の判決を得ることが考えら

れる。

なお、上記の訴訟手続によるときは、医療法が本来

予定している臨時社員総会の招集を図るものであって、

同法の現行規定における医療法人の社員総会に関する

規律に混乱を生じさせるものではない。これに加え、

上記訴訟手続は、一般法人法37条2項に基づく非訟

事件手続とは異なり、理事長において、当事者として

臨時社員総会の招集請求に応じない理由等を含めて主

張立証を尽くすことが期待され、また、社員も理事長

もその判決に対する控訴をすることができることから

すれば、これらの審理を通じて、より医療法人につい

ての適正手続を確保することができ、上記医療法46

条の3の2第4項の趣旨、ひいては同法の現行規定に

も整合するものということができる。

2社員が理事長に対して臨時社員総会の招集を命

ずる旨の判決を得た場合に、その執行方法の可否等を

含め、具体的に社員がどのようにして臨時社員総会の

招集を実現するかについては、今後の議論に委ねられ

ている部分が大きいところではあるが、社員が理事長

に対して臨時社員総会の招集を請求することが医療法

人の適正な運営の確保に資する面があることを十分に

考慮した議論がされることを期待する。

（裁判長裁判官渡避惠理子裁判官宇賀克也

裁判官林道晴裁判官長嶺安政裁判官

今崎幸彦）
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問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを

管理していた。また、被上告人は、上告人から携帯電

話を貸与されていたが、これを用いるなどして随時具

体的に指示を受けたり報告をしたりすることはなかっ

た。

被上告人の就業時間は午前9時から午後6時まで、

休憩時間は正午から午後1時までと定められていたが、

被上告人が実際に休憩していた時間は就業日ごとに区々

であった。また､被上告人は、タイムカードを用いた

労働時間の管理を受けておらず、自らの判断により直

行直帰することもできたが、月末には、就業日ごとの

始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪

問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報

を上告人に提出し、その確認を受けていた。

3原審は、上記事実関係等の下において、要旨次

のとおり判断し、本件本訴請求のうち賃金請求を一部

認容すべきものとした。

被上告人の業務の性質、内容等からみると、上告人

が被上告人の労働時間を把握することは容易でなかっ

たものの、上告人は、被上告人が作成する業務日報を

通じ、業務の遂行の状況等につき報告を受けており、

その記載内容については、必要であれば上告人から実

習実施者等に確認することもできたため、ある程度の

正確性が担保されていたといえる。現に上告人自身、

業務日報に基づき被上告人の時間外労働の時間を算定

して残業手当を支払う場合もあったものであり、業務

日報の正確性を前提としていたものといえる。以上を

総合すると、本件業務については、本件規定にいう

「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

（1） 前記事実関係等によれば、本件業務は、実習実・

施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生

活指導や急なトラブルの際の通訳等、多岐にわたるも

のであった。また、被上告人は、本件業務に関し、訪

問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを

管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩

をとることや自らの判断により直行直帰することも許

されていたものといえ、随時具体的に指示を受けたり

報告をしたりすることもなかったものである。

このような事情の下で、業務の性質、内容やその遂

行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、

内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、被上告

人が担当する実習実施者や1か月当たりの訪問指導の

頻度等が定まっていたとしても、上告人において、被

上告人の事業場外における勤務の状況を具体的に把握

することが容易であったと直ちにはいい難い。

（2） しかるところ、原審は、被上告人が上告人に提

◎外国人の技能実習に係る監理団体の指導

員が事業場外で従事した業務につき、労
働基準法38条の2第1項にいう 「労働
時間を算定し難いとき」に当たらないと
した原審の判断に違法があるとされた事
例

件名損害賠償等請求本訴、損害賠償請求反訴事件

最高裁判所令和5年（受）第365号

令和6年4月16日第三小法廷判決

一部破棄差戻し・一部棄却

上告人協同組合グローブ

上告人代表者y

被上告人X

原 審福岡高等裁判所

主 文

1 原判決中、被上告人の本訴請求に関する上告

人敗訴部分を破棄する。

2前項の部分につき、本件を福岡高等裁判所に

差し戻す。

3上告人のその余の上告を棄却する。

4前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人坂本邦彦、同坂本達彦の上告受理申立て

理由（ただし、排除された部分を除く。 ）について

1本件本訴請求は、上告人に雇用されていた被上

告人が、上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深

夜労働に対する賃金の支払を求めるなどするものであ

る。上告人は、被上告人が事業場外で従事した業務の

一部（以下「本件業務」という。 ）については、労働

基準法38条の2第1項（以下「本件規定」という。 ）

にいう 「労働時間を算定し難いとき」に当たるため、

被上告人は所定労働時間労働したものとみなされるな

どと主張し、これを争っている。

2原審の確定した事実関係等の概要は、次のとお

りである。

(1)被上告人は、平成28年9月、外国人の技能実

習に係る監理団体である上告人に雇用され、指導員と

して勤務したが、同30年10月31日、上告人を退

職した。

（2）被上告人はく 自らが担当する九州地方各地の実

習実施者に対し月2回以上の訪問指導を行うほか、技

能実習生のために、来日時等の送迎、 日常の生活指導

や急なトラブルの際の通訳を行うなどの業務に従事し

ていた。

被上告人は、本件業務に関し、実習実施者等への訪

3
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出していた業務日報に関し、①その記載内容につき実

習実施者等への確認が可能であること、②上告人自身

が業務日報の正確性を前提に時間外労働の時間を算定

して残業手当を支払う場合もあったことを指摘した上

で、その正確性が担保されていたなどと評価し、もっ

て本件業務につき本件規定の適用を否定したものであ

|るいしながら､上記①については､単に業務の相手
方に対して問い合わせるなどの方法を採り得ることを

一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認

するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体

的には明らかでない。上記②についても、上告人は、

本件規定を適用せず残業手当を支払ったのは、業務日

報の記載のみによらずに被上告人の労働時間を把握し

得た場合に限られる旨主張しており、この主張の当否

を検討しなければ上告人が業務日報の正確性を前提と

していたともいえない上、上告人が一定の場合に残業

手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正

確性が客観的に担保されていたなどと評価することが

できるものでもない。

（3）以卜に上れば原審は業務且塑里正確性の担
保に閨する具体的な事情か十分に楡計するこしなく＝

業務日報による報告のみを重視して‐本件業務につき

本件規市にいう 「労働時間を筧定_し難いシき’に当た

これらの考慮要素は、本件規定についてのリーディン

グ・ケースともいえる最高裁平成24年（受）第14

75号同26年1月24日第二小法廷判決・裁判集民

事246号1頁が列挙した考慮要素とおおむね共通し

ており、今後の同種事案の判断に際しても参考となる

と考えられる。

もっとも、いわゆる事業場外労働については、外勤

や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等

も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレ

ワークの局面も含め、その在り方が多様化しているこ

とがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握

することが困難であると認められるか否かについて定

型的に判断することは、一層難しくなってきているよ

うに思われる。

こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を

十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体

的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう 「労

働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っ

ていく必要があるものと考える。

(裁判長裁判官今崎幸彦裁判官宇賀克也裁判官

林道晴裁判官長嶺安政裁判官渡退惠理子）

ろしはい貢ないしした＊､のであり‘ このような原審の

半||断には､本件頬序の鯉釈滴用を誤った違法がある上

いうべきである．

5以上のとおり、原審の上記判断には、判決に影

響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は

この趣旨をいうものとして理由があり、原判決中、本

件本訴請求に関する上告人敗訴部分は破棄を免れない。

そして、本件業務につき本件規定にいう 「労働時間を

算定し難いとき」に当たるといえるか否か等に関し更

に審理を尽くさせるため、上記部分につき、本件を原

審に差し戻すこととする。

なお、上告人のその余の上告については、上告受理

申立て理由が上告受理の決定において排除されたので、

棄却することとする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。なお、裁判官林道晴の補足意見がある。

裁判官林道晴の補足意見は、次のとおりである。

私は、多数意見の結論及び理由付けに全面的に賛成

するが、本件規定にいう 「労働時間を算定し難いとき」

に当たるか否かの判断の在り方について、若干補足す

る。

多数意見は、 4(1)において、業務の性質、内容やそ

の遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の

方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮している。

6

8

■
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裁判所時報 令和6年5月1日第1837号

|大要薦彗繍駕長記事 岩井一真

(以上4月3日）

定年退官

神戸地方・家庭裁判所姫路支部判事 浅井隆彦

依願退官

東京地方裁判所判事 高津戸朱子

（以上4月5日）

◎長嶺安政最高裁判所判事の退官

最高裁判所判事長嶺安政氏は、 4月15日限り定年
により退官された。

神戸地方・家庭裁判所姫路支部判事

・大阪高等裁判所判事◎石兼公博氏最高裁判所判事に就任
原 司

(4月6日）
内閣は、 4月17日石兼公博氏を最高裁判所判事に

任命し、同日皇居において、認証官任命式が行われた。

〈略歴〉昭和55年外務公務員採用上級試験合格、

昭和56年4月外務省入省、平成11年8月中近東ア

フリカ局アフリカ第一課長、平成13年1月中東アフ

リカ局アフリカ第一課長、平成15年8月経済協力局

有償資金協力課長、平成16年8月在アメリカ合衆国

日本国大使館参事官、平成17年7月在アメリカ合衆

国日本国大使館公使、平成1‘9年9月国際協力局政策

課長、同月内閣総理大臣秘書官、平成20年9月外務

事務官大臣官房総務課長兼大臣官房（ 「外務省改革推

進本部」事務局）事務局長、平成21年7月大臣官房

参事官兼アジア大洋州局、アジア大洋州局南部アジア

部、平成23年9月大臣官房審議官兼アジア大洋州局、

アジア土洋州局南部アジア部、平成24年1月特命全

権大使東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤、平成

26年1月国際協力局長、平成27年10月アジア大

洋州局長、平成28年6月総合外交政策局長、平成2

9年9月特命全権大使カナダ国駐笥兼国際民間航空機

関日本政府代表部在勤、令和元年10月特命全権大使

国際連合日本政府代表部在勤

定年退官

大阪簡易裁判所判事 諫武高行

(4月11日）

任終退官

神戸地方・家庭裁判所尼崎支部判事 丸山徹

(4月12日）

◎司法修習生（第77期）の修習開始

令和5年度（第77期）司法修習生1， 830人

（うち女性533人）は、 3月21日、司法修習を開

始した。

◎叙位・叙勲（2月分、死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和6年2月、死亡者のみ） 」
のとおり

◎人事異動

定年退官

大阪高等裁判所判事 齋藤正人

(4月2日）

大阪高等裁判所判事

広島地方裁判所長

広島地方裁判所長

大阪地方裁判所判事

大阪地方裁判所判事

大阪高等裁判所事務局長

心

村越一浩

内藤裕之

松永栄治
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令和6年5月1日第1837号裁判所時報

《
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影

像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
消
去
等
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

に
つ
い
て
》

標
記
の
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
が
、
令
和
六
年
四
月
十
七
日
に
公

布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性

的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十

七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
消
去
等
の
手
続
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
同
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令

和
六
年
六
月
二
十
二
日
ま
で
の
政
令
で
定
め
る
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

◎
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影

像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
消
去
等
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

（
令
和
六
年
四
月
一
七
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
○
号
）

規
則
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

最
高
裁
判
所
規

則

押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
号
）

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
規
程
は
、
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収

物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
よ
り
、
押
収
物
の
処
分
事
由
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

こ
の
規
程
は
、
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性

的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十

七
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
六
月
二
十
二
日
ま

で
の
政
令
で
定
め
る
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

◎
押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

（
本
則
省
略
。
本
則
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

附
則

こ
の
規
程
は
、
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性

的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十

七
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◎
押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

《
押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
制
定
に
つ
い
て
》

新
旧
対
照
条
文
Ｉ
別
添
２
の
と
お
り

最
高
裁
判
所
規
程

ノ

（
令
和
六
年
三
月
一
三
日
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
号
）
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(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和6年2月、死亡者のみ）

元日本弁護士連合会常務理事 由良 久 2.6

従五位

元前橋地方裁判所太田支部主任書記官 玉井敬太郎 2.6

従六位

瑞双

元徳山検察審査会事務局長 金子俊子 2.16

従六位

瑞双

元千葉家庭裁判所首席家庭裁判所調査官 横澤昭安 2．24

正五位



裁判所時報第1837号別添1

◎
性
的
な
獲
態
を
擬
影
す
る
行
為
等
の
処
別
及
び
押
収
物
に
配
録
さ
れ
た
性
的
な
盗
態
の
影
像
に
係
る
砲
磁
的
記
録
の
淌
去
等

に
間
す
る
法
律
に
よ
る
消
去
碑
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

（
令
和
六
年
四
月
一
七
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
○
号
）

第
一
条
性
的
な
湊
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
愈
磁
的
記
録
の

澗
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
『
法
」
と
い
う
．
）
に
よ
る
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な

姿
態
の
影
像
に
係
る
蝕
磁
的
記
録
の
澗
去
錦
の
手
銃
等
に
つ
い
て
は
、
法
及
び
他
の
最
商
裁
判
所
脱
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
検
察
官
が
保
楴
す
る
物
の
拠
出
又
は
送
付
の
隙
の
通
知
・
法
第
十
三
条
）

第
二
条
検
察
官
は
、
そ
の
保
諦
し
て
い
る
物
が
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
に
肱
当
す
る
と
思
料
す
る
場
合
に
お

い
て
、
当
臓
物
を
刑
専
被
告
事
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
が
刑
事
豚
醗
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
九
十
九

条
節
一
項
の
規
定
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
と
き
又
は
家
庭
裁
判
所
が
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
と
き
は
、
そ
の
差
押
え

２
検
察
官
は
、
そ
の
保
管
し
て
い
る
物
が
法
第
十
条
節
一
項
節
一
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
幽
合
に
お
い
て

、
当
顔
物
に
つ
い
て
刑
事
被
告
本
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
が
刑
事
解
離
法
鯆
九
十
九
条
飾
三
頃
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け

る
と
き
又
は
家
庭
裁
判
所
が
少
年
法
第
十
五
条
節
二
項
に
お
い
て
砿
用
す
る
刑
耶
訴
舩
法
諏
九
十
九
条
節
三
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
を
受
け
る
と
き
は
、
そ
の
提
出
の
際
に
、
当
肱
物
が
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
に
砿
当
す
る
と
思
料
す

る
旨
を
当
肱
戴
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
検
顕
官
は
、
そ
の
保
管
し
て
い
る
物
が
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
に
醸
当
す
る
と
思
料
す
る
場
合
に
お
い
て

、
当
践
物
を
刑
車
斫
舩
法
第
三
百
十
条
の
規
定
に
よ
り
刑
事
被
告
湘
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
に
提
出
す
る
と
き
又
は
少
年
の

保
護
事
件
の
処
理
に
関
十
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
に
送
付
す
る
と
き
は
、
当
腋
物
が
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
旨
を
当
腋
裁
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
通
知
に
係
る
押
収
物
を
領
国
す
る
か
ど
う
か
の
通
知
・
法
第
十
三
条
）

第
三
条
検
察
官
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
仙
段
又
は
節
二
噸
仙
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ

後
速
や
か
に
、

も
の
と
す
る
。

（
趣
旨
）

当
餓
物
が
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
に
肱
当
す
る
と
思
料
す
る
旨
を
当
麟
裁
判
所
に
通
知
す
る

12

の
通
知
に
係
る
押
収
物
を
領
侭
す
る
旨
又
は
餌
歴
し
な
い
旨
の
い
ず
れ
か
を
、
そ
の
通
知
を
し
た
栽
刊
所
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
検
察
官
に
よ
る
少
年
の
保
謡
巾
件
の
配
録
又
は
証
拠
物
の
閲
覧
・
法
第
十
三
条
）

第
四
条
検
索
宵
は
、
少
年
審
判
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
輔
三
十
三
号
）
鞆
七
条
節
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
怯
第
十
三
条
第
・
一
項
各
号
に
掲
げ
る
押
収
物
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
舟
に
掲
げ
る
処
分
等
又
は
当
蝕

処
分
等
に
係
る
法
第
二
’
九
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
紋
決
を
す
る
た
め
必
要
な
限
度
で
、
当
峡
押
収
物
に
係
る
少
年
の
保

護
事
件
の
記
録
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
徽
影
対
敵
巻
等
の
住
所
、
氏
名
郡
の
秘
匿
弊
の
申
嗽
て
の
方
式
・
法
第
三
十
五
条
）

第
五
条
次
に
掲
げ
る
申
峨
て
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
申
立
て

二
法
第
三
十
五
条
第
・
一
項
に
お
い
て
謎
み
替
え
て
準
用
す
る
民
事
斫
舩
法
（
平
成
八
年
法
律
第
白
九
号
）
第
百
三
十
三
条

の
二
第
二
項
の
申
立
て

三
法
鯆
三
十
五
条
第
・
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
贈
剛
す
る
民
事
斫
戯
法
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
噸
の
取
澗
し
の
申
立

（
秘
腫
事
項
届
出
密
面
の
記
戦
耶
項
等
・
法
飾
三
十
五
条
）

第
六
条
法
第
三
十
五
条
輔
二
項
に
お
い
て
晩
み
替
え
て
雛
州
す
る
民
車
訴
蝕
法
第
百
三
十
三
条
節
二
項
の
蜘
定
に
よ
る
届
出

に
係
る
秘
匿
事
項
届
出
啓
面
に
は
、
秘
区
砺
項
を
配
戯
す
る
ほ
か
、
秘
匿
事
項
届
出
嘗
面
で
あ
る
旨
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
民
事
斫
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
三
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
‐
）
の
規
定
は

、
前
項
の
秘
匿
事
項
届
川
書
面
に
つ
い
て
蛾
用
す
る
。

（
秘
既
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
秘
麗
事
項
記
戯
部
分
の
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
第
三
十
五
条
〉

第
七
条
民
巾
訴
舩
規
則
第
五
十
二
条
の
’
一
、
鋪
五
十
二
条
の
十
二
鯆
一
頂
及
び
第
五
十
二
条
の
十
三
の
規
定
は
、
法
第
三

十
五
条
節
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
鳩
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の

規
定
中
同
表
の
中
棡
に
掲
げ
る
字
句
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
伺
表
の
下
欄
に
拠
げ
る
字
句
に
肢
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

て
四
法
鯆
三
十
五
条
第
・
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
蛸
用
す
る
民
事
斫
舩
法
鯏
百
三
十
三
条
の
四
第
二
噸
の
肝
可
の
申
立
て
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（
対
象
領
圃
物
件
及
び
対
象
電
磁
的
記
録
等
の
閲
覧
等
の
制
限
の
申
〃
て
の
方
式
等
・
注
第
三
十
六
条
）

第
八
条
法
飾
三
十
六
条
節
一
項
の
申
立
て
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，

Ｚ
削
項
の
申
立
て
は
、
対
欺
婁
態
等
骸
当
部
分
を
特
定
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
噸
の
申
立
て
は
、
法
飾
三
十
六
条
節
一
頭
に
規
定
す
る
証
拠
の
叩
出
の
際
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や

む
を
柵
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
鮫
申
出
が
あ
っ
た
後
速
や
か
に
申
立
て
を
す
れ
ば
足
り
る
。

４
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
法
節
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
趾
拠
の
申
出
に
係
る
対
象
領
圃
物
件
若
し
く
は

対
象
領
Ｈ
物
件
を
複
写
し
た
記
録
媒
体
又
は
対
歎
危
磁
的
記
録
を
根
写
し
若
し
く
は
印
刷
し
た
記
録
媒
体
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
『
記
録
媒
体
等
』
と
い
う
。
）
か
ら
対
箪
姿
態
等
砿
当
部
分
を
除
い
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
叩
立
時
除

外
蝶
体
」
と
い
う
．
）
及
び
そ
の
禎
製
物
一
個
（
申
立
時
除
外
媒
体
を
送
付
す
べ
き
原
告
の
敵
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
数
と
同
じ
個
数
）
を
も
作
成
し
、
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■■■■■■■■■■

－

、
氏
名
弊
の
秘
醗
）
第
一
項
の
申
立

て
を
し
た
者

－

6 5

肌
第
一
項
の
申
立
て
を
却
下
十
る
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
は
、
被
告
は
、
速
や
か
に
、
法
輔
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

鉦
拠
の
申
出
に
係
る
記
録
媒
体
尋
に
つ
い
て
、
そ
の
複
製
物
一
個
（
記
録
媒
体
等
を
送
付
す
べ
き
原
告
の
数
が
二
以
上
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
数
と
同
じ
個
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

吃
被
告
は
、
腺
告
に
送
付
す
べ
き
記
鰍
媒
体
等
の
禎
製
物
に
つ
い
て
直
送
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
取
渦
斫
訟
以
外
の
図
を
被
告
と
す
る
斫
舩
に
つ
い
て
の
準
用
・
法
第
三
十
七
条
）

第
九
条
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
注
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
処
分
等
又
は
当
腋
処
分
鞠
に
係
る
法
流

二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
扱
決
に
間
す
る
国
を
被
告
と
す
る
訴
隆
（
行
政
砺
件
腓
舩
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
祁
第
百

三
十
九
号
）
第
九
条
節
一
項
に
規
定
す
る
取
滴
斫
訟
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
耆
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

５
被
告
は
、
原
告
に
送
付
す
べ
き
申
立
時
除
外
蟻
体
の
禎
製
物
に
つ
い
て
直
送
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
第
一
項
の
申
立
て
を
鯉
容
す
る
決
定
に
お
い
て
は
、
対
象
姿
態
等
砿
当
部
分
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
前
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
被
告
は
、
遅
滞
な
く
、
法
第
三
十
六
条
鯖
一
項
に
規
定
す
る
証
拠
の
申
出
に
係
る
記
録

媒
体
等
か
ら
当
麟
決
定
に
お
い
て
特
定
さ
れ
た
対
象
姿
態
辱
砿
当
部
分
を
除
い
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
『
決
定
後

除
外
媒
体
」
と
い
う
．
）
を
作
成
し
、
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
申
立
て
に
お
い
て
特

定
さ
れ
た
対
象
姿
懸
等
肱
当
部
分
と
当
腋
決
定
に
お
い
て
特
定
さ
れ
た
対
餓
姿
態
等
麟
当
師
分
と
が
同
一
で
あ
る
測
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
ぐ

８
被
告
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
決
定
後
除
外
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
そ
の
複
製
物
一
個
（
決
定
後
除
外
媒
体
を

送
付
す
べ
き
原
告
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数
と
同
じ
個
数
）
を
提
剛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
被
告
は
、
卯
告
に
送
付
す
べ
き
決
定
後
除
外
媒
体
の
複
製
物
に
つ
い
て
直
送
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

叩
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
立
時
除
外
媒
体
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
拠
の
申
出

に
係
る
記
録
蝶
体
等
の
閲
覧
、
勝
写
又
は
懐
製
は
、
申
立
時
除
外
媒
体
（
第
七
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
決
定
後
除
外
媒
体
が

提
出
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
定
後
除
外
媒
体
）
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

8 7

第
五
十
二
条
の
十
二
節
一
項

第
五
十
二
条
の
十
一
第
二
項

第
五
十
二
条
の
十
一
第
一
項

疵
み
替
え
る
民
砺
斫
訟
規
則
の
規
定

こ
の
規
則
の
規
定
（
第
五
十
二
条
の

十
（
秘
匠
事
項
届
出
書
面
の
記
駐
事

項
等
）
第
一
項
を
除
ぐ
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
動
）
に
よ
る
押
印
（
当
腋

秘
匿
決
定
に
係
る
笹
隈
対
象
者

秘
匿
対
象
者

申
立
て

晩
み
替
え
ら
れ
る
字
句

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
押
印
（
当

肱
秘
匿
決
定
に
係
る
撮
影
対
象
者
導

（
性
的
な
姿
態
を
樋
影
す
る
行
為
等

の
処
嗣
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た

性
的
な
安
態
の
影
像
に
係
る
砿
磁
的

記
録
の
洲
去
辱
に
関
す
る
法
祁
鯆
九

条
節
二
項
に
規
定
す
る
撮
影
対
象
者

等
を
い
う
㈹
）

被
告
被
告
の
申
立
て

銃
み
替
え
る
字
句
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』 誰1 1引へ継
略 ぎ

21
剖
制
罰
蜘
罰
則
Ｈ
却
引
耐
制
当
ｌ

潮
叫
判
叫
斜
樹
割
割
引
洲
倒
別
四
御
‘
濁
樹
副
創
鋼
刷
制
却
副
呵
湖
割
到
呵
（
新
設
）

迦
耐
訓
剰
鯛
鰄
卿
哨
例
側
割
噌
鋼
却
副
刊
回
附
細
渕
動
詞
頓
‐
呵
悶
例
濁
Ｈ

押
収
物
等
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
最
商
裁
判
所
規
租
節
二
号
〉

◎
押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

I ；
斬

!：
物

へ の

同 引

上 継

一 ぎ
ー

（
新
設
）

旧
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

2 1

棚
１
４
１
に
つ
い
て
準
川
す
る
ゞ

（
複
写
）

第
十
六
条
の
三
刑
事
訴
訟
法
輔
百
二
十
三
条
節
三
項
の
記

録
媒
体
に
移
棒
さ
れ
た
電
磁
的
配
録
の
描
写
を
肝
寸
放
判

到
刈
刷
司
別
司
討
制
引
Ｊ
１
に
は
、
押
収
物
主
任
官
は
、
押
収

物
運
付
通
知
害
を
還
付
を
受
け
る
ぺ
き
者
（
以
下
「
受
還

付
者
」
と
い
う
。
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４
（
略
）

（
交
付
）

第
十
六
条
の
二
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は

（
押
収
物
（
刑
巾
餌
舩
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

…
（
還
付
）

第
十
六
条
押
収
物
を
還
付
す
る
裁
判
が
あ
っ
た
鳩
合
Ｊ
剛
『

叫
州
卿
例
封
田
割
叫
１
測
測
叫
測
討
回
到
刎
州
刺
糊
剖
凶

物
主
任
官
は
、
危
磁
的
配
録
槻
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え

を
受
け
た
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

が
あ
っ
た
場
合

十
一
号
）
第
百
二
十
三
条
第
三
噸
の
記
録
媒
体
に
限
る
。

）
を
交
付
す
る
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
Ｊ
倒
剖
割
珂
倒
畑
副
潮
荊

に
は
、
押
収

（
複
写
）

第
十
六
条
の
三
刑
事
斫
診
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
記

録
娘
作
に
稗
能
さ
れ
た
敢
磁
的
配
録
の
禎
写
を
許
す
裁
判
４

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
押
収
物
主
任
官
は
、
愈
駐
的
記
録

複
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え
を
受
け
た
者
に
送
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４
（
同
上
）

（
交
付
）

節
十
六
条
の
二
前
条
飾
一
項
か
ら
節
三
項
ま
で
の
規
定
は

、
押
収
物
（
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
一
一
一

２
（
同
上
）

（
還
付
）

第
十
六
条
押
収
物
を
通
付
す
る
紋
判
が
あ
っ
た
期
合
に
は

・
押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
物
還
付
通
知
轡
を
還
付
を
受

け
る
べ
き
者
（
以
下
「
受
通
付
者
」
と
い
う
。
）
に
送
付
－
３

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

十
一
号
）
節
百
二
十
三
条
流
三
項
の
記
録
媒
体
に
限
る
。

）
を
交
付
す
る
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
腱
つ
い
て
準
用
す
る


